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獣姦禁止規定にみるユダヤ人のアイデンティティ形成の考察

―バビロニア・タルムード，アヴォーダー・ザラー22b―

櫻井 丈

I.序：

タルムードは，紀元 200 年に編纂された口伝トーラーを基礎とする伝承の集大成であるミシュナ

ーと紀元3世紀から6世紀のパレスチナとバビロニアにおいて学習された註解であるゲマラーから

なり，それはヘブライ語聖書に次ぐラビ・ユダヤ教の法規範体系である。本論考は，バビロニア・

タルムード，アヴォーダー・ザラー篇，ミシュナー2：1 とその註解であるゲマラー22b において異

教徒による獣姦嫌疑規定の議論から，ラビがいかにして自己を異教徒から差異化，峻別し，固有の

集団として自己同一化していくのかというアイデンティティ形成過程を考察する。近現代の文脈に

おいて「ユダヤ人とは誰か」という主題に関する論考は枚挙にいとまがないものの，ミシュナー・

タルムードを聖典解釈の主軸に据えるラビ・ユダヤ教における，ユダヤ人という宗教を基盤とする

エスニック集団のアイデンティティとは何かという研究はあまり注目されてこなかった節がある。

近年多くの人類学者・社会学者によって，エスニシティー及びそのアイデンティティ形成に関し

て様々な研究がなされてきた。多くの研究者が指摘するエスニシティー概念の共通の定義は，エス

ニシティーとは，他の集団と区別されうる文化的特性・特徴及び共通の祖先を共有する認識を所持

しており，特に「我々」という自己認識は，「彼ら」という他者を想定し表象する過程を経て喚起

されることがわかっている。こうした視点は，古代後期に成立したタルムードをはじめとするラビ

文献の分析に有意義な観点を提供すると考えられる。なぜなら本論考で提起するタルムードの文脈

において，ユダヤ人という集団的「自己」は，ユダヤ人ではない「他者」である異教徒との差異化

によりアイデンティティが喚起・定義されると考えられているからである。以下に紹介するアヴォ

ーダー・ザラー篇 22b の議論において，ラビによる獣姦行為という禁忌の性規範に関わる議論から，

「自己」としてのユダヤ人が，いかにして「他者」としての異教徒に対峙される形で規定されてい

くのかを考察していきたい。

II. ミシュナー2：1 における異教徒による獣姦禁止規定：

ミシュナー・アヴォーダー・ザラー2：1

（ユダヤ人は）自分の所有する家畜を異教徒の宿泊所に預けてはならない。なぜなら（異教

徒が）獣姦する疑いがあるからである。（ユダヤ人の）女性を一人きりで彼ら（異教徒）と一
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緒に居させてはならない。なぜなら姦淫する疑いがあるからである。（ユダヤ人）男性は，彼

ら（異教徒）と共に居てはならない。なぜなら流血（殺人）の疑いがあるからである（1）。

このミシュナー2：１の禁止規定において強く示唆されることは，異教徒は（偶像崇拝のみなら

ず）獣姦，姦淫等の不道徳行為，及び殺人を行う者であるというイメージが喚起されていることで

ある（2）。実際，ミシュナーでは，3 つの不道徳行為 1）獣姦/2 רביעה)姦淫/3 עריות)殺人/ が列שפיכת דמים

挙されており，各禁止行為に“חשודין”/「疑い・恐れがある」という分詞が付随していることから

推測して，異教徒に，姦淫，殺人（次のミシュナー2：2 においては偶像崇拝（3））といった主要な不

道徳行為の嫌疑が帰されているということが分かる（4）。このミシュナー2：1 が扱う主題――アヴォ

ーダー・ザラー篇全体に一貫して見られる傾向ではあるが――から鑑みて，紀元 2～3 世紀のパレ

スチナのユダヤ教共同体は，自分たちと異なる価値体系及び宗教・文化規範を持つ異教徒との社会

的接触が頻繁に行われる環境に置かれていたという前提が提示されていることは想像に難くない

（5）。しかしこの異教徒に関するラビの法規は，ユダヤ人共同体の置かれたバル・コフバの反乱以降

の紀元 2 世紀におけるパレスチナの社会的現実を映しているだけでなく，主として聖書的世界観が，

その法規に大きく反映されているということも言えるのではないだろうか（6）。たとえミシュナーに

おいて，ラビがある程度実際の異教徒の宗教慣習を把握していただろうとはいえ，彼らの異教徒を

眺めるまなざしは，主にヘブライ語聖書におけるモレクやアシェラといったカナンの神々を崇拝す

るモアブ人，エドム人，又はアンモン人のそれに依拠しており，紀元 2 世紀ローマ帝国後期におけ

るパレスチナの都市部で崇拝されていたアフロディテやメルクリウスといったギリシャ・ローマの

異教信仰にそれらを重ね合わせて投影していたと考えられる（7）。後に述べるが，ミシュナーが列挙

する異教徒の不道徳行為を，聖書のそれと結びつけることで，ラビの異教徒観がミシュナーの法規

に投影されていると考えられるのである（８）。

本来，ミシュナー2：1 の文脈に直接結びつけられてはいないが，実際にミシュナーが禁止する

異教徒によるこれらの不道徳な罪，行為は，Klawans 及び Büchler が指摘する道徳上の穢れ（moral 

impurity）として定義される。こうした道徳上の穢れは，成文トーラーであるヘブライ語聖書の法

規に基づいている。ヘブライ語聖書によれば，獣姦及び姦淫に代表される性的罪（レビ記 18 章 24

－30 節），偶像崇拝（レビ記 19 章 31 節），殺人（民数記 35 章 33－34 節）などの不道徳行為，罪

は，道徳上の穢れをもたらす根源として提起されており，これらは厭うべき行為として捉えられ，

その行為者を穢すものとされる(９)。

従ってこのミシュナーでは，異教徒の獣姦及び姦淫等の性的不品行に対する嫌疑が主なラビの関

心事であり，こうした禁止規定を通して異教徒との接触に対してある種の社会的，道徳的，倫理的

規制を設けることで，共同体をそうした他者の価値体系への同化から守る側面があると考えられる。

アヴォーダー・ザラー篇における異教徒との接触及びその宗教的，社会的，経済的関係に関する法

規（ハラハー）が提示する主要な枠組みは，1）偶像崇拝の儀礼との接触を促すあらゆる社会的，

経済的関係の排除，2）異教徒の不道徳や暴力などの外的脅威が，ユダヤ人に物質的及び精神的な

障害を与えるという懸念等から成り，両者の関係を制限するが，その一方でユダヤ教の法規範（ハ

ラハー）が許容する範囲で他者との関係をいかに維持するかにも主眼が置かれる。従って異教徒と

の関係に関して言えば，ユダヤ人の共同体に何がしかの外的脅威が生じる時に，ハラハーの法的効

力が生じるとされる（10）。

中世の聖書・タルムード注解学者ラシ（11）は，שחשודין על הרביעה /「（異教徒は）獣姦する疑いがある」
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というミシュナーの一節に言及し， בהוובני נח נאסר /「ノアの子（異邦人）らは，獣姦行為が禁じられ

る」と注釈することで，異教徒には，ラビによって定められた人類に課せられたとされる普遍的道

徳法規範であるノアの七つの戒律（מצות בני נח）（12）を遵守する義務があると類推する。又この箇所の

ラシによる注釈から，前述のトーラーが規定する性的不品行等の不道徳行為の禁止規定がユダヤ人

だけに適用されるだけではなく，なおのこと（ア・フォーティオリ）異教徒に対しても適用されて

いるという指摘が可能である（13）。更に又，この禁止規定が非ユダヤ人である異教徒のみならずユダ

ヤ人を含めた人類が遵守すべき性道徳規範であると見なしうる。ノアの七つの戒律において，獣姦

は禁止されている性行為であり，その根拠は，創世記 2 章 24 節「（それ故男は父母を離れて，女と

結ばれ）二人は一体となる」/ "והיו לבשר אחד"  יצאו בהמה חיה ועוףに見出される。ラシは，この箇所をדכתיב

/「（全ての）生きた獣と鳥を除外する」と注釈を付け，人は妻を自分の配偶者として娶り，性行為

を通して子を産み，家族を作ることで，一体となり社会生活を営む存在であることを示唆する。そ

して生殖構造が異なる動物との性交は，人の子孫を生物学的に産み増やすことが不可能であるだけ

ではなく（14），人間の性及びその子孫を産み出すという生物学的な営みを損ねるものであると主張す

る。又それは唯一神が作った人間のあるべき性道徳秩序及びその概念を排除し，家族という人間の

根本的な社会制度を破壊することに他ならないということを示唆している(15)。従って獣姦は，これ

らのラシの注釈からも明らかなように，聖書の言う「一体」/ になりえない行為として禁じלבשר אחד

られるものであるということが出来よう。この獣姦の禁止というラビ・ユダヤ教が規定する性規範

は，人間の持つ性の根本的な生物学的及び社会的側面を反映していると考えられ，ミシュナーにお

いて異教徒は，このような性道徳規範に違反する者であると捉えられているのである。

上述の，異教徒に課せられるノアの七つの戒律（מצות בני נח）に加え，ラシは，ミシュナー2：1

における獣姦行為禁止の主要な根拠をレビ記 19 章 14 節の章句，「目の見えぬ者の前に障害物を置

いてはならない」/ に依拠して提示する。この章句の意味について，ネハマ・レלפני עור לא תתן מכשול

イボヴィッツは，この箇所のラシ及びマイモニデスによる註釈等を基にその隠された意図を説明す

る。まずここで言う「目に見えない者」（עור）とは，ある特定の事柄や状況に対する認識が欠如し

ている状態に陥っている個人を指し，それに対して「目に見えぬ者の前に障害物を置く」行為

とは，そうした認識が欠如した個人に，誤った忠告を与え，直接的，間接的にその（נתינת מכשול）

個人に不正行為をさせてしまう事態を助長することであるとレイボヴィッツは理解している（16）。さ

らに，このレビ記 19：14 の章句に関して，ラシ，マイモニデス及びバビロニア・タルムード，ア

ヴォーダー・ザラー篇 15b の議題における異教徒に売る武器に関する規定の事例を引用しながら，

「目の見えぬ者」に対して「障害物」を置く者は，他者に罪を犯させてしまうことで，彼らに対す

る自らの社会的責任を放棄することへと繋がり，と同時に自らが罪を負うことになっているとレイ

ボヴィッツは指摘する(17)。

そのような意味でアヴォーダー・ザラー篇を初めとするタルムードの議題において，ラビは，認

識が欠如している他者に不適切な忠告を与えて，不正行為を扇動し，助長する者をトーラーの規定

に違反するものとして厳しく処罰する(18)。こうした禁止規定の施行は，ラビ・ユダヤ教が掲げる社

会・道徳規範に，悪影響を与える他者の価値体系との接点を厳しく戒めたと考えられる。そのよう

な意味で獣姦に代表される性的な放縦行為は，道徳的見地からも，又口伝及び成文トーラーから派

生した戒律の釈義上の観点からも禁じられる。

従ってミシュナー2：1 の文脈に置き換えるならば，獣姦禁止規定は，異教徒にトーラーが規定

する規範に反する性的な罪などを犯させてはならないということだけでなく，ユダヤ人自らが，こ
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れらの罪に繋がる機会を異教徒に与えることは，「目の見えぬ者に障害物を置く」という戒律に違

反することになると理解されるのである。ミシュナー2：1 の第一節，「（ユダヤ人は）自分の所有

する家畜を異教徒の宿泊所に預けてはならない。なぜなら（異教徒が）獣姦をする疑いがあるか

らである」という箇所は，異教徒の宿泊所（ ם" עכו の部屋を借りて宿泊するユダヤ人の（פונדקאות של

旅行者が，同伴している自分の家畜を異教徒に預ける状況が想定されている。もしユダヤ人が，獣

姦をする疑いがある異教徒が経営する宿泊施設に自分の家畜を預けるならば，彼は異教徒に獣姦を

犯す機会を与え，従ってそれは，彼らに性的罪を犯させることになるのである。そのような状況か

ら鑑みて，性道徳の認識が欠如した「目の見えぬ者」である異教徒に家畜を預けることは，「障害

物を置く」ことになり，従ってトーラーの規定する戒律に違反することになる。このことから，ミ

シュナーにおいて，異教徒は家畜に獣姦する者であると明らかにみなされているのであり，そうし

た違反を防ぐために，自身の家畜を異教徒が住む場所に入れることが禁止される。以上のことから

も明らかなように，この禁止規定の施行は，ミシュナー2：1 及びアヴォーダー・ザラー篇 22b の

議論において適用される法的原理であると考えられるだろう。次章では，そのミシュナー2：1 の

註解であるゲマラー22b の議題において，異教徒による獣姦嫌疑の規定がどのような形で議論され

るのかを見ていくことにする。

III.ゲマラー22b における獣姦禁止規定の論議：

アヴォーダー・ザラー22b：

（異教徒が獣姦する疑いがあると教えるミシュナー2：１に）以下の矛盾するバライタと対

比せよ。「ユダヤ人は燔祭として奉納する家畜を異教徒から購入してもよい。家畜が異教徒と

交わり，又獣姦され，偶像への供物として選定され，偶像として崇拝されることのいずれも，

その家畜について疑うことはしない」。その家畜が（偶像に献げるために）選定され，（偶像

として）崇拝される点については理解できる：なぜならもし実際に異教徒が，その家畜を偶像

への奉納物として選定し，又偶像として崇拝の対象にするのならば，その家畜を（ユダヤ人に）

売ることはしないであろう。しかし家畜が人と交わり，又（人によって）獣姦される点につい

ては，我々は異教徒に対して獣姦行為を疑うべきである（19）。

このアヴォーダー・ザラー22b の議題では，ミシュナー2：1 の註解の際，異教徒がどのような状

況において家畜に獣姦を行い，それがどのようにユダヤ人が遵守すべき戒律（レビ記 19：14，“目

の見えぬ者の前に障害物を置いてはならない”）に違反するのかという懸念が提起されている。ゲ

マラーは，第二神殿期におけるエルサレムの神殿祭儀における燔祭に使う家畜に焦点を当て，それ

が異教徒と関わる場合どのような状況が想定されうるのかを提示することで，ミシュナー2：1 の

意図を検証しようとする（20）。従ってゲマラーは，自分の所有する家畜を異教徒の宿泊所に預けるこ

とは，異教徒に獣姦の罪を犯させるために禁止されるべきであると主張するミシュナー2：1 に対

し，一方，獣姦や，偶像への選定，又崇拝の対象になる心配はないとして，「燔祭として奉納する

家畜を異教徒から購入してもよい」と教えるバライタ（21）との矛盾点を対比することで，どのように

両者の矛盾を解決するのかを問うことから議論を始める（22）。このバライタに関連して，まずラシは，

雄であれ，雌であれ，人と交わり（רובע），獣姦され（נרבע），偶像にささげる供物として選定され
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家畜は，燔祭として適さないことを指摘し（(24)נעבד）又偶像として崇拝の対象になる，（（23）מוקצה）

ている（25）。このことから，そうした燔祭の家畜の購入は，ミシュナーが規定するレビ記 19：14 の

規定に違反する懸念が生じる。又このバライタにおいて，獣姦嫌疑の規定は，主に地域の慣習（מנהגא）

に依拠していることが前提となっている。事例を挙げると，家畜を異教徒に売る慣習がある地域に

おいては，異教徒は家畜に獣姦をせず，ユダヤ人はレビ記 19：14 の「目に見えぬ者に障害物を置

く」規定に違反する危険がないという推測がなされ，一方で家畜を異教徒に売ることを禁ずる慣習

のある地域においては，異教徒は獣姦嫌疑を帰せられるというものである（26）。ではこの議題（スギ

ヤ）においてミシュナーとバライタの矛盾はどのように論議され，解消されるのだろうか。

まずゲマラーは，上記のバライタに関して，偶像に選定され，又崇拝の対象となる家畜の事例と

獣姦行為のそれと厳密な区別をする。たとえ異教徒がすべての家畜に対して獣姦を行うにしても，

家畜が偶像の奉納物として「選定され（מוקצה）」，又は偶像として「崇拝の対象になる（נעבד）」場

合，そうした家畜を購入する心配はないとゲマラーは理解する。なぜなら実際に「偶像に献げる家

畜を選定し，又偶像として崇拝の対象になったのならば，ユダヤ人には売ることはしない」と仮定

されるからである（27）。議論の主題は，むしろ異教徒から購入する家畜は獣姦を疑うべきとするとい

うことである。

ラヴ・タフリファは，ラヴ・シラ・バル・アビナを引用してラヴの名で言った。

「異教徒は，自分の所有する家畜が不妊にならないように大切に扱う（従って獣姦が雌の

家畜を不妊にさせるので，異教徒は自分の家畜に対して獣姦を避ける）」(28) しかしその見解

は，（異教徒による獣姦によって不妊になった）雌の家畜の場合のみに該当する。では家畜が

雄である場合，どのようなことが言えるのだろうか。ラヴ・カフナは言った。「（異教徒が雄

の家畜に対して獣姦を控えるのは）獣姦によって雄の家畜の肉体が著しく損なわれるからで

ある」。（29）

ゲマラーは，ミシュナーとバライタの矛盾点を狭めるために 4 世紀のアモラ，ラヴの見解を引用

して，「異教徒は自分の所有する家畜が不妊にならないように大切に扱う」ことで，家畜に獣姦す

ることを避けるという事例を提示する。なぜなら家畜が雌である場合，獣姦によって家畜の生殖機

能が著しく傷つき，不妊に至ることがあり，又反論としてラヴ・カフナが提示するように，雄であ

る場合不妊にはならないが，肉体器官が損なわれ家畜としての付加価値が減少することから，異教

徒は雄の家畜に獣姦をする可能性は無く，むしろ大切に扱うだろうという推測が成り立ち(30)，ユダ

ヤ人は，燔祭の家畜を異教徒から購入しても良いと解釈される。

ならば以下の引用するバライタを考慮にいれよ。「異教徒の羊飼いから（奉納のための）家

畜を購入しても良い」。恐らく異教徒の羊飼いは自分の所有していない家畜を大切に取り扱わ

ずに獣姦する可能性があるので疑う必要があるだろう。しかし（羊飼いは家畜に獣姦をすれば）

自分の収入が失われることを恐れる（31）。

又ゲマラーは，ラヴの見解に対する反論として，「異教徒の羊飼いから奉納のための家畜を購入

しても良い」というバライタに依拠し，異教徒から購入する家畜は燔祭として適していると仮定す

ると同時に，異教徒が自分の家畜を所有していない場合，獣姦をするのではないかというケースを
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想定する。ゲマラーによれば，羊飼いは代理業者として同胞から家畜を預かる身分であり，自分の

家畜を所有していないため，家畜に対して獣姦をする可能性がある。しかしゲマラーは，羊飼いに

よる獣姦行為によって家畜が不妊になることが同業者によって発覚すれば，直ちに収入を失う恐れ

から，羊飼いはそのような行為を避けると推定し，従ってユダヤ人は家畜を異教徒から購入できる

とする。

もう一つのバライタを考慮せよ。（異教徒がユダヤ人の家畜に獣姦するという懸念から）「異

教徒の羊飼いに家畜を預けてはならない」。異教徒の羊飼いが（他人から預かった家畜に対し

て獣姦行為を）恐れる理由は，（獣姦行為によって）自分の収入を失うからだと言えはしない

だろうか。しかし彼ら（異教徒）は，他人から預かった家畜に獣姦することをお互いに良く承

知しているため，同業者によって自分達のそうした獣姦行為が摘発されることを恐れるのに対

し（従って経済的な損失を被るだけでなく，家畜の持ち主は羊飼いに損害賠償を要求すること

になる），我々（ユダヤ人）は，異教徒が家畜に獣姦する習慣があることを知らないため，恐

れずに家畜と交わるであろう。ラヴァは言った。「これは人々が口にする格言である：“尖筆

が大理石を刻むように，中傷者も又自分の仲間を見分ける”」（32）

しかしゲマラーは，上記のバライタに対する反論として，「異教徒の羊飼いに家畜を預けてはな

らない」というもう一つのバライタの規定を説明しようとする。自分の家畜を所有していない羊飼

いに家畜を預けるという事例から，前述のラシが定義したレビ記 19：14 の禁止規定に照らして説

明出来ると思われる。ゲマラーは，異教徒の羊飼いが他人から預かった家畜に獣姦をしない理由は，

上記のように家畜に獣姦をすることで同業者から摘発され，それにより経済的な損失を被る恐れが

あるためだと理解する。しかしミシュナー2：1 が一貫して唱える主張は，異教徒は家畜に獣姦す

る疑いがあり，家畜を彼らに預けてはいけないということである。その矛盾を解消するためにゲマ

ラーは，2 つの事例を引き合いに出して説明する。「異教徒は，他人から預かった家畜に獣姦する

ことをお互いに良く承知しているため，同業者によって自分達のそうした行為が摘発されること

を恐れる」とあるように，他人から預かった家畜への獣姦行為が発覚し（つまり獣姦によって雌な

らば不妊に至り，雄ならば肉体器官が傷つく），又同業者によって摘発された場合，それに対する

弁償又は損害賠償を要求され，経済的な損失を被る懸念をお互いに十分に熟知しているという理由

で，異教徒は「同胞」から預かった家畜に獣姦行為を避けると結論付けられる。

しかし一方，ユダヤ人が所有する家畜を異教徒の羊飼いが預かる状況を想定した場合，異教徒は

獣姦する可能性が高いとゲマラーは推測する。「我々（ユダヤ人）は，異教徒が家畜に獣姦する習

慣があることを知らないため，（異教徒は）恐れずに家畜と交わる」ことから，ラビは，ユダヤ人

が異教徒に獣姦の嫌疑をかけずに自分の家畜を預けることが，レビ記 19：14 が規定する禁止規定

に違反してしまうことにつながると危惧する。又たとえユダヤ人が，異教徒のそうした行為を摘発

したとしても，異教徒は，あまり恐れをなさずに獣姦に耽るだろうと推定される。つまり異教徒は，

同業者による摘発と収入を失う恐れから，同胞から預かった家畜に獣姦せずに大切に扱うが，ユダ

ヤ人から預かった家畜には手を出して獣姦するということが類推され，結論付けられるのである。

ラヴァが引用する「尖筆が大理石を刻むように，中傷者も自分の仲間を見分ける」という格言から，

異教徒はお互いに不正行為を認識しているため，あからさまに互いの悪行が叱責されることを恐れ

ているということが窺われ，そのような理由からお互いに所有する家畜に対して獣姦を避けると考
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えられる（33）。

（中略…）どのような理由で雌の家畜を異教徒の女の家に預けてはならないのだろうか。マ

ル・ウクヴァ・バル・ハマは言った。「それは異教徒が，（姦淫するために）たびたび同僚の

妻と床を共にし，ときには異教徒が訪問先で，同僚の妻に会えなかったので，ユダヤ人から

預かった家畜を見つけて獣姦するからである」。或いはこうも言えるだろう。たとえ異教徒が

訪問先で愛人である同僚の妻と会って，床を共にしても，同時にユダヤ人から預かった家畜と

も交わるであろう。なぜなら師はこのように言うからである。「異教徒達は，自分達の妻より

も，イスラエルが所有する家畜と交わる方をより好むであろう」（34)。

最後に次の箇所においてゲマラーが指摘するのは，そうした異教徒の性的不道徳に対する露骨な

中傷及び非難である。異教徒の女性の家に雌の家畜を預けてはならないという事例において，異教

徒は訪問先で同僚の妻と床を共にし，会えない時はユダヤ人の所有する家畜を見つけて獣姦すると

いう報告がされている。このことから異教徒は，他人の妻を寝とると同時に預けた家畜に対しても

獣姦する疑いがかけられている。更に又，驚くべきことに異教徒は，訪問先で同僚の妻と床を共に

すると同時に（彼女にユダヤ人が預けた）家畜とも交わるという性的乱交ぶりが示される。この逸

話に関連して「自分達の妻よりも，イスラエルが所有する家畜と交わる方をより好む」という発言

から，こうした異教徒による性的に放縦な行為が，ミシュナー2：1 の禁止規定をより詳細に定義

する媒介ともなっているということがわかる（35）。22b のスギヤにおけるこのような経緯から，異教

徒から家畜を購入することやそれを彼らに預ける行為は，ミシュナー2：1 が意図するレビ記 19：

14 の禁止規定に違反するという理由で禁じられる。次章では，そうしたゲマラーにおいて論議さ

れたミシュナーの禁止規定が，どのような形でラビが想起するユダヤ人の集団的アイデンティティ

を形成していくのかという過程を検証したい。

IV.異教徒との差異化としての禁止規定：

ミシュナー2：1 が提起する命題は，ユダヤ人は自分の家畜を異教徒に預けて獣姦をさせてはな

らないというものであり，この禁止規定の違反を防ぐには，いかなる状況において，どのような防

止策が講じられるべきかが，ゲマラー22b における議論の焦点となっている。しかしそうした法規

事項のみが，この議題における主な論点なのではない。以下に引用するゲマラーにおいて，イスラ

エルと異教徒の差異が強調されているアガダー（寓話，説話）が挿入されていることからも，ラビ

は，獣姦という他者が有する性規範に関わるゲマラーの議論を通じて，他者である異教徒から自ら

を差異化し，自己の集団を定義するための境界線の規定を図ったのではないか。

ラビ・ヨハナンは言った。「蛇がエヴァと交わった時，ズハマ（道徳的穢れ）をエヴァの中

へ投げ入れた」。もしそうであるなら（エヴァの子孫がズハマに侵されているのなら），なお

さらイスラエルの民もズハマに侵されているではないか。シナイ山の麓に立ったイスラエルの

民から，ズハマが取り除かれた。シナイ山の麓に立たなかった異教徒からは，ズハマが取り除

かれていないままであった（36）。
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まずこの伝承は，アガダー（37）の形式で語られており，ゲマラーは，ミシュナー2：1 の異教徒に

よる獣姦行為及びその性的衝動をズハマ（זוהמא）と呼ばれる肉欲的穢れに由来するものであるとす

る。ゲマラーは，その根拠をパレスチナの 3 世紀のアモラ（38)，ラビ・ヨハナンの見解に求める。「蛇

がエヴァと交わった時，ズハマを彼女の中へ投げ入れた」とあるように，獣姦などの性的罪は，こ

のズハマ（39）から端を発していると解釈される。ラシは，創世記 3 章 13 節についての注釈によって，

ズハマが彼女の中に入り，その結果，エヴァの子孫である全人類が不道徳な行為に耽るようになっ

たと指摘する（40）。これは，ラビ・ユダヤ教共同体が直面し，認識した異教徒による不道徳な性行為

や偶像崇拝の現実をアガダーとして寓話的に説明する試みであると考えてもよい。

ラビ・ヨハナンの見解に対してゲマラーは「なおさらイスラエルの民もズハマに侵されているで

はないか」と問いかけることで，ズハマという穢れは，異教徒だけに帰されているのではなく，イ

スラエルも同様に侵されていることに注意を促している。このズハマは，道徳上の穢れを指すので

あり，イスラエルも道徳的罪を犯した場合，異教徒同様その穢れを半永続的に被ることになるので

ある（41）。従ってこのゲマラーの註釈から，ズハマに侵されているという点においてイスラエルと異

教徒の両者は，自・他に関係なく共通の歴史的起源を有しており，両者を分かつ本質的差異は存在

していなかったということが読み取れる。

しかしこのような見解を否定するものとして，シナイ山における唯一神によるトーラー顕現とい

う啓示体験が，イスラエルという集団的自己を異教徒から差異化し，自己の集団的アイデンティテ

ィを構築する契機となる。「シナイ山の麓に立ったイスラエルの民からズハマが取り除かれた」と

いう箇所について，ラシは，雅歌 4 章 7 節の聖句「恋人よ，あなたは何もかも美しく傷は何一つな

い」に立脚し，イスラエルという集団が，唯一神の啓示であるトーラーを受容したことにより，エ

ヴァ以来侵されていた穢れ―ズハマ―から清められ，一つの聖別された集団として成立したことを

注釈において示唆している（42）。このような意味でトーラーは，ユダヤ人という集団のアイデンティ

ティの指標とも捉えられるのである。この文脈において，シナイ山でのトーラー顕現―啓示された

法・道徳・倫理規範の受容―は，獣姦などの退廃的性行為を駆り立てる衝動を抑制するものとして

強調されている。このようなラビが叙述したトーラー顕現の在り方は，獣姦行為に耽る異教徒から

の差異化を際立たせているという点において，ユダヤ人のアイデンティティに対するラビの認識論

を象徴的に反映させていると考えられる（43）。つまりこのゲマラーにおいてラビは，イスラエルとい

う宗教を基盤とするエスニック集団の歴史的起源をシナイ山におけるトーラーの受容という啓示

体験に依拠することで，共通の出自に基づく集団固有の特殊性及び自己同一性――その歴史的起源

が実際，事実に基づくものであれ或いは架空のものであれ――をここで強調しているのである。こ

の共通の先祖及びその歴史認識の共有という人間集団の自己同一化に必然的な過程は，ユダヤ人を

含む全てのエスニシティーの顕在的特徴であるばかりでなく，自らを一つの集団として自己同定す

るための他の人間集団から区別される象徴及び価値観に対する成員の感情の総和及びその認識を

強く意識させるのである。

従ってこの箇所におけるシナイ山でのトーラー受容とは言うまでもなく，ラビ・ユダヤ教共同体

のアイデンティティ形成に不可欠な象徴的要素であり，それは自らを異教徒から区別し，彼らの価

値体系への同化に対する橋頭堡として提示されていることが分かる（44）。このことからシナイ山は，

トーラー及びその法規範（ハラハー）そのものを象徴しているとも言え，ユダヤ人の集団的自己を

構築する文化的，宗教的境界線として成り立っているといえる。エスニック集団のアイデンティテ

ィを構成する要素が，自己と他者を分ける境界線の構築により成り立つということは，Fredrik Barth
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も指摘していることであるが，実際こうした法規範としてのハラハーは，自己を他者から差異化す

る境界線として機能し，ラビ・ユダヤ教共同体のアイデンティティを定義及び強化する側面がある

と言える（45）。ここでは，ミシュナー2：1 及びゲマラー22b での獣姦禁止規定をその具体例として取

り上げているのであるが，この禁止規定を遵守するということは，イスラエルが有する価値体系の

一部を構築する性規範を守るという規定事項の履行を意味するのみならず，境界線としてのハラハ

ーそのものが守られることを意味するのである。それは，異なる価値体系を持つ異教徒と象徴的に

差異化され，共同体の紐帯が強化されることを意味する。つまり，獣姦への危惧から，自分の家畜

を異教徒に預けることを禁止するミシュナーの規定の遵守によって，異なる性規範を持つ異教徒と

の差異化が促されるのであり，結果的に集団の紐帯が強化されることになるのである。従ってユダ

ヤ人は，結果としてハラハーの遵守により，異教徒から自らを差異化するだけでなく，自己を特徴

づける固有のアイデンティティを認識，保持することが出来るであろう（46）。言い換えるならば，ハ

ラハーは，ユダヤ人のアイデンティティ形成に不可欠な自己と他者を分ける境界線を設定する装置

のような役割を果たしているということが指摘出来る（47）。

又，シナイ山でのトーラー受容がイスラエルという集団のアイデンティティを構築するというこ

とは，そこに対照的にトーラーを受容しなかった集団の描写が不可欠であることを意味する。つま

り「シナイ山の麓に立たなかった異教徒は，ズハマが取り除かれないままであった」という先の引

用の二節目の個所は，イスラエルのアイデンティティの定義が異教徒という他者に対して為される

という観点を提示している。「イスラエル」と「異教徒」，「シナイ山/トーラー」と「ズハマ」，「自

己」と「他者」，「我々」と「彼ら」といった様々な二項対立から成るモチーフがこの節において内

包されていることからも，自己の集団の定義には，その対極に位置する他者の表象が不可欠である

ことをこの箇所からみてとれるのである。異教徒がシナイ山においてトーラーを受容しなかったが

故に，ズハマがそのまま象徴的に帰せられ，その結果，姦淫や獣姦といった性的罪に耽るようにな

ったというラビの他者認識が成立するのであり，それ故，ミシュナー2：1 が提示する異教徒によ

る獣姦禁止規定の法規的根拠が説明出来るのである。以上の分析から更に明らかになったことは，

ズハマに侵されたままである異教徒は，シナイ山での啓示体験を通してトーラーを授かったイスラ

エルという集団的自己を定義するための媒介として機能しているという点である。この点は，個々

のエスニック集団，共同体にも顕著に見られる特徴であり，自ら異なる他の集団との想定及び遭遇

を通して自己認識を喚起していくという過程が先の引用には表れていると言える。従って自己と他

者の関係という構図から見れば，シナイ山でのイスラエルのトーラー受容という啓示体験は，イス

ラエルのアイデンティティが，他者である異教徒との差異化という形式をとって，物語伝承（48）とし

て強く打ち出されているといえるのである。以上の考察から明らかなように，集団の共通する先祖

及び歴史認識の共有という過程においては，対極をなす他の集団の想定が必要不可欠であり，集団

の固有のアイデンティティ形成とは，他者との差異化によってなされるのであるといえる。従って

このゲマラーにおいては，ラビは，イスラエルと異教徒との間にある本質的差異の明確化を意図し

ているのであり，自らの集団的アイデンティティを定義するための言説としてミシュナー2：1 の

獣姦禁止規定についての議論を用いていると考えるのが妥当であろう。

V.結論：

異教徒による獣姦嫌疑を巡るアヴォーダー・ザラー22b の議題は，性道徳・規範に関する禁止規
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定の議論を通して，結果的にこうした性道徳に基づく規範（ハラハー）の遵守が，自らを，異なる

価値体系を持つ他者としての異教徒からの差異化を促し，又それと比例して，自己のアイデンティ

ティを想起，喚起させていく過程を取り扱っているといえる。アヴォーダー・ザラー22b の議題に

おいて，ラビが想起するユダヤ人のアイデンティティは，異教徒という「他者」とは異なる「自己」

という認識を持つことであり，固有の自己認識を持つ集団としての意識をより強固に堅持していく

ことで確立されていく。先に取り上げた獣姦嫌疑に関する議題において，ラビが掲げる命題の意図

は，他者が有する性規範を扱った論議を通して，自己の帰属する集団の境界線を規定することにあ

るといえる。啓示された規範であるトーラーを受容し，世界創造以来の穢れから清められ，聖別さ

れたイスラエルという集団的「自己」のアイデンティティは，トーラーを受容せずに獣姦などの性

的罪に穢れたままの「他者」としての異教徒と対峙される形で定義される。この定義付けにおいて，

自己と他者という構図が浮き彫りにされていることからわかるのは，タルムードにおけるラビが想

起するイスラエルというエスニック集団のアイデンティティは，自己と他者を含む現実世界を分類

化，類型化，又は象徴化することにより形成されるということである。又同時に，自己の帰属する

エスニック集団の定義における，対極としての異教徒という他者集団の想定は，人間集団の分類化

における顕在的特徴であるともいえるだろう（49）。換言するならば，エスニック集団のアイデンティ

ティ形成は，自らを独自の集団として同定するために非成員である他者との差異を作り出す行為で

あるのと同時に，又彼らの表象に依存することによって自己認識がなされるということなのである。

従ってこのアヴォーダー・ザラー篇 22b での文脈が指し示すイスラエル・ユダヤ人という「我々」

のアイデンティティは，異教徒と呼ばれる「我々ではない彼ら」という集団を想定，同定，そして

分類する前提で成り立つ文化構築物であるといえるだろう（50）。ラビは，このバビロニア・タルムー

ド，アヴォーダー・ザラー篇での議論において，他者としての異教徒との関係を通して，自らの共

同体における性道徳，法規範，象徴的制度，文化を規定することが出来たともいえるのである。
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Jewish Identity Formation as Reflected 
 in the Halakha of Gentile Bestiality  

―Babylonian Talmud Avodah Zarah 22b―

Joe SAKURAI 
 

This paper is concerned with the issue of how Jewish identity has been constructed in late 
antiquity. Although the question of “who is a Jew?” is a much debated one in the modern period, 
the question of Jewish identity and its construction in late antiquity has rarely been given the 
attention it deserves. This study is concerned with the role the Babylonian Talmud, the major 
legal compendium of rabbinic Judaism, played in attempts to define Jewish identity and pays 
particular attention to the sugya of tractate Avodah Zarah 22b. This text deals primarily with 
precautions against violating the prohibition of bestiality, which – according to the rabbinic 
tradition – was the form of sexuality practiced by gentiles. This study examines how the rabbinic 
discourse on this halakhic prohibition of a sexually immoral mode of behavior defined Jewish 
self in contrast to the gentile other and shows how certain aspects of the halakha played a 
significant role in creating rabbinic perceptions of distinctions between Jews and gentiles. By 
paying special attention to the significance of the halakha in the formation of the social and 
cultural boundaries that distinguish Jews from gentiles, it can be shown that the erection of such 
boundaries was indispensable to Jewish identity formation. This study thus illuminates one aspect 
of rabbinic Judaism in which the halakha as a cultural construct defines the notion of Jewish 
identity in relation and opposition to gentiles. 
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